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目的　わが国ではがん対策基本法に基づいてがん対策が推進されており，その 1つの施策として，
がん診療連携拠点病院（以下，拠点病院）が整備されている。拠点病院では指定要件に緩和ケ
アチームの設置が規定されているが，緩和ケアチームの定義があいまいなため現実の緩和ケア
の実績や体制等には格差が懸念されている。本研究では，拠点病院における緩和ケアの提供体
制と実績のばらつきを公表されているデータから観察し，緩和ケアの提供体制と実績を検討す
ることを目的とした。

方法　国立がん研究センターのがん情報サービスウェブサイトに掲載されている，2010年 9 月時点
の全拠点病院377病院の個別データから，緩和ケア診療加算，緩和ケア病棟入院料，がん性疼
痛緩和指導管理料の算定実績件数（2010年 9 月から2011年 8 月の集計）を解析した。全拠点病
院377病院で解析し，都道府県拠点病院と地域拠点病院，拠点病院の初回指定日が2005年以前
の病院と2006年以降の病院で層別解析を行った。

結果　緩和ケア診療加算の 1件以上の実績があった病院の割合は，34.0％（377病院中128病院），
緩和ケア病棟入院料の実績があった病院の割合は17.6％（376病院中66病院），がん性疼痛緩和
指導管理料の実績があった病院の割合は87.3％（377病院中329病院）だった。緩和ケア診療加
算と緩和ケア病棟入院料の両方に実績がなかった病院の割合は，56.4％（376病院中212病院）
だった。都道府県拠点病院では，地域拠点病院より緩和ケア診療加算の実績がある病院の割合
が多い傾向にあった（54.9％ vs 30.7％）が，初回指定日が2005年以前の病院と2006年以降の
病院では実績のある病院の割合は差（35.3％ vs 33.3％）が小さかった。

結論　緩和ケア診療加算を算定するためには，拠点病院の指定要件となっている緩和ケアチームよ
り医師が専従であるなど厳しい人員配置が求められる。このことから拠点病院の緩和ケアチー
ムといってもその内容には，緩和ケア提供体制と実績に差があることが観察された。各種診療
報酬算定では明確な施設基準が示されているため，漠然とした緩和ケア提供体制の有無ではな
く，一定の基準を満たした体制があることを客観的に判断可能である。現状では拠点病院でも
診療報酬で規定される緩和ケア提供体制を満たしていない施設が多数あることから，これらを
継続的に調査することで緩和ケアの整備状況を評価管理することにつながると考えられる。

キーワード　がん診療連携拠点病院，均てん化，緩和ケア，緩和ケアチーム，緩和ケア診療加算，専従
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　がんは1981年からわが国の死因第 1位であり，

わが国ではがん対策基本法に基づいてがん対策
が推進されている。その中でがん医療水準の均
てん化が提唱され，国民がその生活圏域の中で
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高い水準のがん医療を受けられる体制の確保を
目的にがん診療連携拠点病院（以下，拠点病
院）が整備されている1）-3）。政府が策定する，
がん対策推進基本計画（2012年 6 月改訂）では
緩和ケアの推進を重点的に取り組むべき課題の
1つとして挙げており「緩和ケアの提供体制を
より充実させ，緩和ケアへのアクセスを改善し，
こうした苦痛を緩和することが必要である」4）

としている。その一方で「拠点病院に設置され
ている専門的緩和ケアを提供すべき緩和ケア
チームの実績や体制等に質の格差が見られる他，
専門的な緩和ケアを担う医療従事者が不足して
いる。さらに，こうした緩和ケアの質を継続的
に評価し還元できる体制も不十分である」4）と
も指摘している。そこで，拠点病院の指定要件
には，緩和ケアの提供体制確保のため，専任の
身体症状の緩和に携わる専門的な知識および技
能を有する医師を 1人以上配置するなどにより
緩和ケアチームを組織することが求められてい
る1）-3）。しかしながら，日本緩和医療学会が行っ
た2011年度緩和ケアチーム登録事業結果報告5）

によると，緩和ケアチームに専任以上の医師が
配置されていると答えたのは都道府県がん診療
連携拠点病院（以下，都道府県拠点病院）で
91.1％，地域がん診療連携拠点病院（以下，地
域拠点病院）で77.1％となっている。また，拠
点病院指定要件の「緩和ケアチーム」は日本緩
和医療学会6）や医療施設調査7）における緩和ケ
アチームの定義と異なり，緩和ケアに関する診
療報酬算定に必要な施設基準8）とも緩和ケア
チームの要件が異なっている。このように緩和
ケアチームの定義があいまいで実際に提供され
ている緩和ケアの提供体制や実績等に格差があ
るとすると，がん医療を均てん化するという拠
点病院制度の目的から外れてしまう。そこで本
研究では，公表されている拠点病院における緩
和ケアの提供体制と実績から，各拠点病院間の
緩和ケアの提供体制と実績のばらつきを観察し，
今後の対策の進行による整備状況の評価方法を
検討することを目的とした。

Ⅱ　方　　　法

　国立がん研究センターがん対策情報センター
が運営するがん情報サービスウェブサイト9）に
掲載されている2010年 9 月 1 日時点の全拠点病
院377病院の基本情報（病院名，所在地，初回
指定日），および「指定要件に関する情報 1」
の中から，診療報酬に係る施設基準等（件数は
2010年 9 月から2011年 8 月の集計）で，緩和ケ
アに関する「緩和ケア診療加算（A226- 2 ）」
「緩和ケア病棟入院料（A310）」「がん性疼痛緩
和指導管理料（B001-22）」の施設基準の有無
と算定された件数を解析した。このデータは
2011年10月に厚生労働省に提出された「新規指
定・指定更新推薦書」または「現況報告書」を
もとに作成されたものである。それぞれの項目
で 1件以上あるものを実績あり， 0件または診
療報酬に係る施設基準「なし」かつ件数「-」
となっているものを実績なしとした。また各病
院について，緩和ケア診療加算と緩和ケア病棟
入院料の実績について，両方実績あり，緩和ケ
ア診療加算実績ありかつ緩和ケア病棟入院料実
績なし，緩和ケア診療加算実績なしかつ緩和ケ
ア病棟入院料実績あり，両方実績なしに分類し
て集計した。これらの項目について拠点病院
377病院を対象に拠点病院全体として解析した
のち，病院特性による差を検討するために，都
道府県拠点病院と地域拠点病院，拠点病院の初
回指定日が2005年以前の病院と2006年以降の病
院で層別解析を行った。診療報酬に係る施設基
準等のデータで件数は，2010年 9 月から2011年
8 月の集計になっているため，初回指定日が
2005年以前の病院は，データの集計期間では拠
点病院の指定から 5年以上が経過していること
となる。データに欠測がある 1病院の緩和ケア
病棟入院料を除いて解析した。

Ⅲ　結　　　果

　緩和ケアに関する実績の有無を表 1に示す。
緩和ケア診療加算の実績があった病院の割合は
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全体の34.0％，緩和ケア病棟入院料
の実績があった病院の割合は全体の
17.6％，がん性疼痛緩和指導管理料
の実績があった病院の割合は全体の
87.3％だった。緩和ケア診療加算と
緩和ケア病棟入院料の実績の関連で
は，全体の56.4％で両方の実績がな
かったが，都道府県拠点では68.6％
で両方，もしくはいずれかの実績が
あった。緩和ケア診療加算の実績の
層別解析では，都道府県拠点病院に
おいて54.9％で実績があって地域拠点病院の
30.7％よりも割合が高かったが，初回指定日の
比較では初回指定日が2005年以前の病院で
35.3％，2006年以降の病院で33.3％となってい
て差が小さかった。緩和ケア病棟入院料の実績
では，都道府県拠点病院は29.4％で地域拠点病
院の15.7％より，初回指定日が2005年以前の病
院は28.8％で2006年以降の病院の12.4％より，
実績がある病院の割合がそれぞれ高かった。が
ん性疼痛緩和指導管理料では層別解析による差
は小さかった。「緩和ケア診療加算（A226-
2 ）施設基準あり」となっている拠点病院で件
数が 0だった病院が 2病院，「がん性疼痛緩和
指導管理料（B001-22）施設基準あり」となっ
ている拠点病院で件数が 0だった病院が24病院
あった。

　緩和ケア診療加算，緩和ケア病棟入院料，が
ん性疼痛緩和指導管理料のそれぞれで件数の分
布を表 2に示す。緩和ケア診療加算とがん性疼
痛緩和指導管理料については算定件数が少ない
病院が多くを占めている。一方で，緩和ケア病
棟入院料算定については実績があった病院では
件数が少ない病院は少なく，2,000件から8,000
件の範囲に実績がある病院が多く分布していた。

Ⅳ　考　　　察

　拠点病院ではすべての病院で緩和ケアチーム
を組織することが求められているが，緩和ケア
診療加算算定の実績がある拠点病院は，全体の
34.0％であり，拠点病院間で体制にばらつきが
あることが観察された。緩和ケア診療加算は算

表 1　緩和ケアに関する実績の有無

全体 都道府県
拠点病院 地域拠点病院 2005年以前

初回指定拠点病院
2006年以降

初回指定拠点病院

病院数 ％ 病院数 ％ 病院数 ％ 病院数 ％ 病院数 ％

緩和ケア診療加算（A226- 2 ） (n=377) - (n=51) - (n=326) - (n=119) - (n=258) -
実績あり 128 34.0 28 54.9 100 30.7 42 35.3 86 33.3
実績なし 249 66.0 23 45.1 226 69.3 77 64.7 172 66.7
緩和ケア病棟入院料（A310） (n=376) - (n=51) - (n=325) - (n=118) - (n=258) -
実績あり 66 17.6 15 29.4 51 15.7 34 28.8 32 12.4
実績なし 310 82.4 36 70.6 274 84.3 84 71.2 226 87.6
 がん性疼痛緩和指導管理料（B001-22） (n=377) - (n=51) - (n=326) - (n=119) - (n=258) -
実績あり 329 87.3 42 82.4 287 88.0 106 89.1 223 86.4
実績なし 48 12.7 9 17.6 39 12.0 13 10.9 35 13.6

緩和ケア診療加算（A226- 2 ）と緩和ケア病棟入院料（A310） (n=376) - (n=51) - (n=325) - (n=118) - (n=258) -
両方実績あり 30 8.0 8 15.7 22 6.8 18 15.3 12 4.7
緩和ケア診療加算実績ありかつ緩和ケア病棟入院料実績なし 98 26.1 20 39.2 78 24.0 24 20.3 74 28.7
緩和ケア診療加算実績なしかつ緩和ケア病棟入院料実績あり 36 9.6 7 13.7 29 8.9 16 13.6 20 7.8
両方実績なし 212 56.4 16 31.4 196 60.3 60 50.8 152 58.9

表 2　各診療報酬の件数分布
緩和ケア診療加算
（A226- 2 ）

緩和ケア病棟入院料
（A310）

がん性疼痛緩和指導管理料
（B001-22）

件数 病院数
ｎ＝377 件数 病院数

ｎ＝376 件数 病院数
ｎ＝377

実績なし
0 249 0 310 0 48
実績あり
1～ 2,000 65 1～ 2,000 4 1～  200 146

2,001～ 4,000 35 2,001～ 4,000 12 201～  400 69
4,001～ 6,000 17 4,001～ 6,000 22 401～  600 48
6,001～ 8,000 6 6,001～ 8,000 19 601～  800 27
8,001～10,000 2  8,001～10,000 8 801～1,000 11
10,001～ 3 10,001～ 1 1,001～ 28
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定が始まったのが2002年で，緩和ケアチームに
よる緩和ケア診療を行い，緩和ケア診療加算を
算定するためには厚生労働省が定めた施設基準
を満たし，地方厚生局等に届け出を行わなけれ
ばならない。様々な定義による緩和ケアチーム
に要求される人員配置および緩和ケアに関する
診療報酬算定に必要な施設基準を表 3に示す。
このように緩和ケア診療加算を算定するために
は，厚生労働省が定める施設要件で拠点病院の
指定要件となっている緩和ケアチームより厳し
い人員配置が求められるため，緩和ケアに注力
している病院でも，厚生労働省の施設要件を満
たす緩和ケアの提供体制を整備する途上である
と考えられる。人員配置で最も厳しい点と考え
られるのは，緩和ケア診療加算では緩和ケアを
担当する医師が専従（専ら当該業務に従事して
いる）であることである。一方で拠点病院の指
定要件では専任（就業時間の少なくとも 5割以
上，当該業務に従事している）以上とされてい
る。この違いが拠点病院であっても，緩和ケア
診療加算がとれない原因と考えられる。

　緩和ケア診療加算は一般入院料に対する加算
であるため，緩和ケア病棟入院料とは同時に算
定されない。そのため，緩和ケア診療加算実績
「なし」かつ緩和ケア病棟入院料実績「あり」
の病院（36病院）では，基準を満たす緩和ケア
チームが存在するものの，緩和ケア病棟が独立
しており，その中でのみ緩和ケアチームがケア
を実施している可能性がある。しかし，早期診
断時からの緩和ケアの重要性ががん対策基本計
画でも唱えられていることから，これらの病院
の緩和ケア診療実態についても今後詳細な検討
の必要性がある。
　本研究で用いた緩和ケアに関する診療報酬実
績では，がん性疼痛緩和指導管理料の実績があ
る病院の割合が，緩和ケア診療加算と緩和ケア
病棟入院料の実績がある病院の割合より高く，
都道府県拠点病院と地域拠点病院，初回指定日
が2005年以前の病院と2006年以降の病院で差は
見られなかった。がん性疼痛緩和指導管理料は
緩和ケアの経験を有する医師が配置されていれ
ば算定でき，多くのスタッフを要する緩和ケア

表 3　緩和ケアチームに要求される人員配置および緩和ケアに関する診療報酬算定に必要な施設基準

緩和ケアチーム

緩和ケアチームの構成1）

緩和ケアの
経験を有
する医師

身体症状の
緩和を担当
する医師

精神症状の
緩和を担当
する医師

緩和ケアの
経験を有
する看護師

緩和ケアの
経験を有
する薬剤師

拠点病院の緩和ケア
に関する指定要件 整備されたチーム 常勤・

専任　
常勤・専任
であること
が望ましい

常勤・
専従　

配置が
望ましい -

日本緩和医療学会 緩和ケアを専門とする
医師，看護師等のチーム

常勤
（専従である必要はない） - - -

医療施設調査
末期の悪性腫瘍および後天性免疫不全症候群
の患者の身体的，精神症状等をもつ者の症状
緩和に係る専従チーム（緩和ケア診療加算に
よる施設基準を満たさないものも含む）

- - - - -

緩和ケア診療加算
（A226- 2 ） 専従のチーム  常勤・

専従2）
 常勤・
専従2）

常勤・
専従　 専従2） -

緩和ケア病棟入院料
（A310） 必要なし - - - - 常勤

がん性疼痛緩和指導管理料
（B001-22） 必要なし - - - - 配置

外来緩和ケア管理料
（B001-24） 専従のチーム  常勤・

専従2）
 常勤・
専従2）

常勤・
専従　 専従2） -

注　1）　拠点病院の指定要件における専従は「就業時間の少なくとも 8割以上，当該業務に従事している」，専任は「就業時間の少なくとも 5
割以上，当該業務に従事している」とされている。診療報酬の施設基準における専従とは「専ら当該業務に従事する（兼任不可）」，専
任は「当該業務に責任を持ち，対処する（兼任可）」とされている。

　　2）　身体症状の緩和を担当する常勤医師と精神症状の緩和を担当する常勤医師のいずれかの医師および薬剤師は専任であってもよい。
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チームによるものでないため，施設基準に関す
る要件が緩やかで多くの医療機関で以前から広
く行われているものと考えられる。
　拠点病院では外来においても専門的な緩和ケ
アを提供できる体制を整備することが定められ
ている1）。本研究では，がん性疼痛緩和指導管
理料は外来でも算定され得るが，WHOラダー
に従った麻薬の処方や痛みの評価や治療計画の
診療録記載が主な要件であり，人員基準がない
ため緩和ケアチームによる外来緩和ケアの実績
を評価できていない点が限界である。この実績
の評価には2012年度診療報酬改定で新設された
外来緩和ケア管理料（B001-24）の件数が有効
である。外来緩和ケア管理料は緩和ケア診療加
算と同様の厳しい施設基準が求められていて
（表 3），緩和ケア診療加算の緩和ケアチーム
と兼任可能であるため，外来緩和ケア管理料の
実績がある病院の割合は緩和ケア診療加算の実
績がある病院の割合と同等かそれ以下になると
考えられる。
　緩和ケアの実績評価では，緩和ケアチームの
人員配置が最も厳しい緩和ケア診療加算や外来
緩和ケア管理料，病棟において緩和ケアを提供
している緩和ケア病棟入院料，緩和ケアチーム
を必要としないがん性疼痛緩和指導管理料など
各種診療報酬算定では明確な施設基準が示され
ている。したがって各種診療報酬の算定実績は，
それぞれの施設基準を満たし提供体制があるこ
とを客観的に測る評価基準となり得る。今後は
緩和ケアの診療報酬に関わる施設基準の届け出
状況や診療報酬請求実績などと各病院から提出
される現況報告書などを継続的に調査すること
で緩和ケアの実績と整備状況を評価することに
つながると考える。

Ⅴ　結　　　語

　わが国では医療政策としてがん医療の均てん

化を目標に掲げており，専門的ながん医療を提
供する拠点病院の果たす役割は大きい。現在の
拠点病院では緩和ケア提供体制と実績に差があ
ると考えられるため，それぞれ明確な施設基準
がある各種診療報酬の算定実績を評価基準とし
て，各病院から提出される現況報告書などと継
続的に調査することで緩和ケアの整備状況を評
価管理することが望まれる。
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